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総合計画策定室
電話：２４－２１１１内線２１６

第２次花巻市まちづくり総合計画
長期ビジョン（素案）のパブリックコメントを実施中です

市では、令和６年度から１３年度までを計画期間とする「第２次花巻市まちづくり総合計画」の長期ビジョンに

ついて素案を作成しました。

素案の作成に当たっては、令和４年度から市民意識アンケート調査やまちづくり市民ワークショップ、関係団体

等との意見交換、地域説明会など、市民の皆様に参画いただきながら検討を進めてきたところです。

この素案について、１１月２０日よりパブリックコメントを開始しており、現在、市民の皆様からのご意見を募

集しています。

パブリックコメントについて

意見募集期間 令和５年１１月２０日（月）～１２月１９日（火） ※３０日間

素案資料の閲覧場所

【素案資料の配置先（市内３９か所）】
花巻市役所（秘書政策課・総務課）、各総合支所（地域振興課）、まなび学園、
各振興センター、各市立図書館、花巻保健センター、なはんプラザ、
市情報発信センター「ぷらっと花巻」（イトーヨーカドー花巻店２階）

【市ホームページ】
https://www.city.hanamaki.iwate.jp/shisei/iken/public_comment/1020198.html
（トップページ＞市政・まちづくり＞市政への意見・提言＞パブリックコメント）

QRコード

ホームページでは素案資料のほか、長期ビジョン（素案）の概要やパブリックコメ
ント実施についての説明スライド動画（約１５分）をご覧になることができます

※このほか、在学生や利用者に限り、富士大学、市内各高等学校、こどもセンター、
各地域子育て支援センター（宮野目・大迫・若葉・石鳥谷各保育園・つちざわこども
園内）での閲覧が可能です

意見を提出できる方

・市内に住所を有する方
・市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
・市内の事務所又は事業所に勤務する方
・市内の学校に在学する方

意見の提出方法
①住所 ②氏名 ③電話番号 ④意見 を明記し、
書面の持参又は郵送、ＦＡＸ送信、市ホームページ内の投稿フォームからの送信の
いずれかの方法で提出

意見の提出・問合せ先

花巻市総合政策部秘書政策課 総合計画策定室
〒０２５－８６０１ 花巻市花城町９番３０号
℡０１９８－４１－３５０３（直通）
Fax ０１９８－２４－０２５９
E-mail: keiei@city.hanamaki.iwate.jp
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今後は、パブリックコメントなどでいただいたご意見について、長期ビジョンへの反映等を検討した上で長期ビ

ジョン案を作成し、花巻市総合計画審議会をはじめ、大迫・石鳥谷・東和の各地域協議会、花巻市地域自治推進委

員会の諮問・答申を経て、可能な限り早期に市議会へ上程することを目指して作業を進めます。

また、長期ビジョンに基づいて、具体的な取組内容や目標値などを掲載する前期アクションプラン（令和６年度

～令和９年度）の策定については、現在、庁内での検討を行っているところですが、素案がまとまり次第、市議会

議員への説明をはじめ、花巻市総合計画審議会等への諮問、答申を経て、本年度内の策定を目指して作業を進めて

いきます。

長期ビジョンは、計画期間の最終年度（令和１３

年度）の市のありたい姿である将来都市像「豊かな

自然 安らぎと賑わい みんなでつなぐ イーハ

トーブ花巻」の実現に向け、６つのまちづくり分野

（しごと、暮らし、健康・いのち、子育て・人づく

り、地域づくり、行政経営）ごとにその取り組む政

策の方向性を示すものです。

さらに、人口減少が急激に進む中で、減少のス

ピードを緩やかにし、市全体の活力を持続させてい

くため、６つのまちづくりの分野の政策を横断的、

重点的に進めていく「重点施策推進プロジェクト」

を設け、人口減少対策に取り組むことで将来都市像

の実現を目指します。

〈将来都市像〉
豊かな自然 安らぎと賑わい

みんなでつなぐ イーハトーブ花巻
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人口減少対策

１ 子ども・子育て応援プロジェクト

２ 花巻で暮らそうプロジェクト

まちづくりの６つの分野

「重点施策推進プロジェクト」

第２次花巻市まちづくり総合計画 長期ビジョン（素案）のイメージ
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今後の予定
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